


議案第１５号 

   令和７年度刈谷市一般会計補正予算（第８号） 

令和７年度刈谷市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８６６，８６３千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７９，８０４，３９０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更及び廃止は、「第３表 地方債補正」による。 

  令和８年２月１３日提出 

                   刈谷市長  稲  垣     武   
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議案第１６号 

   令和７年度刈谷市水道事業会計補正予算（第３号） 

 （総則） 

第１条 令和７年度刈谷市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（業務の予定量） 

第２条 令和７年度刈谷市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第４号

に定めた主要な建設改良事業の配水設備増補改良費を次のとおり補正する。 

    （既決予定量） （補正予定量） （計） 

配水設備増補改良費 1,240,258 千円 544,461 千円 1,784,719 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文中「５２５，４１１千円」を「９０８，３２２千円」に、

「２２５，４１１千円」を「６０８，３２２千円」に改め、資本的支出の予定額

を次のとおり補正する。 

   （科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

収        入 

第１款 資本的収入 1,028,579 千円 161,550 千円 1,190,129 千円 

 第２項 負担金 114,819 千円 20,882 千円 135,701 千円 

 第４項 補助金 13,750 千円 140,668 千円 154,418 千円 

支        出 

第１款 資本的支出 1,553,990 千円 544,461 千円 2,098,451 千円 

 第１項 建設改良費 1,448,902 千円 544,461 千円 1,993,363 千円 

（企業債） 

第４条 予算第６条に定めた起債を次のとおり補正する。 

（単位：千円） 

起債の目的 

補    正    前 補    正    後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

    

政府資金等

融資条件に

定めのある

場合はその 

   

政府資金等

融資条件に

定めのある

場合はその 
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水道施設 

更新事業 

 

900,000 

 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

 

4.0％以内 

（ただし、 

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金等につ

いて、利率 

の見直しを

行った後に

おいては、 

当該利率見

直し後の利

率） 

条件によ

り、銀行そ

の他の場合

にはその債

権者と協定

するものに

よる。ただ

し、企業財

政の都合に

より据置期

間及び償還

期限を短縮

し、若しく

は繰上償還

又は低利に

借換えする

ことができ

る。 

 

900,000 

 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

 

5.0％以内 

（ただし、 

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金等につ

いて、利率 

の見直しを

行った後に

おいては、 

当該利率見

直し後の利

率） 

条件によ

り、銀行そ

の他の場合

にはその債

権者と協定

するものに

よる。ただ

し、企業財

政の都合に

より据置期

間及び償還

期限を短縮

し、若しく

は繰上償還

又は低利に

借換えする

ことができ

る。 

令和８年２月１３日提出 

                   刈谷市長  稲  垣     武   
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議案第１７号 

   令和７年度刈谷市下水道事業会計補正予算（第４号） 

 （総則） 

第１条 令和７年度刈谷市下水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

（業務の予定量） 

第２条 令和７年度刈谷市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第４

号に定めた主要な建設改良事業の管渠施設費を次のとおり補正する。 

    （既決予定量）  （補正予定量） （計） 

管渠施設費 1,602,175 千円 440,684 千円 2,042,859 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

収        入 

第１款 下水道事業収益 3,890,830 千円 △82,600 千円 3,808,230 千円 

 第１項 営業収益 1,958,298 千円 △20,583 千円 1,937,715 千円 

 第２項 営業外収益 1,932,522 千円 △62,017 千円 1,870,505 千円 

支        出 

第１款 下水道事業費用 3,890,789 千円 △82,600 千円 3,808,189 千円 

 第１項 営業費用 3,641,006 千円 △82,600 千円 3,558,406 千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

収        入 

第１款 資本的収入 2,143,511 千円 440,684 千円 2,584,195 千円 

 第１項 企業債 801,300 千円 336,900 千円 1,138,200 千円 

 第２項 出資金 984,692 千円 97,291 千円 1,081,983 千円 

 第３項 負担金 20,969 千円 △15,772 千円 5,197 千円 

 第４項 補助金 336,550 千円 22,265 千円 358,815 千円 

支        出 

12



第１款 資本的支出 3,003,599 千円 440,684 千円 3,444,283 千円 

 第１項 建設改良費 1,684,285 千円 440,684 千円 2,124,969 千円 

（継続費） 

第５条 令和６年度刈谷市下水道事業会計予算第５条に定めた継続費を次のとおり

補正する。 

（単位：千円） 

款 項 事 業 名 

補  正  前 補  正  後 

総 額 年度 年 割 額 総 額 年度 年 割 額 

１資本的 

支 出 

１建 設 

改良費 

公 共 

下 水 道 

汚水整備 

事 業 

1,132,407 

６ 285,996 

1,410,707 

６ 285,996 

７ 496,960 ７ 496,960 

８ 349,451 ８ 627,751 

（企業債） 

第６条 予算第５条に定めた起債を次のとおり補正する。 

                               （単位：千円） 

起債の目的 

補    正    前 補    正    後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

下水道事業 801,300 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

4.0％以内 

（ただし、 

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金等につ

いて、利率 

の見直しを

行った後に

おいては、 

当該利率見

直し後の利

率） 

政府資金等

融資条件に

定めのある

場合はその

条件によ

り、銀行そ

の他の場合

にはその債

権者と協定

するものに

よる。ただ

し、企業財

政の都合に

より据置期

間及び償還

期限を短縮

し、若しく

は繰上償還

又は低利に

借換えする

ことができ

る。 

1,138,200 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、 

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金等につ

いて、利率 

の見直しを

行った後に

おいては、 

当該利率見

直し後の利

率） 

政府資金等

融資条件に

定めのある

場合はその

条件によ

り、銀行そ

の他の場合

にはその債

権者と協定

するものに

よる。ただ

し、企業財

政の都合に

より据置期

間及び償還

期限を短縮

し、若しく

は繰上償還

又は低利に

借換えする

ことができ

る。 
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（他会計からの補助金） 

第７条 予算第９条本文中「５４３，５８３千円」を「４９４，９８３千円」に改

める。 

 令和８年２月１３日提出 

 

                   刈谷市長  稲  垣     武               
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